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Ｙ ３１０１Ｅ（１） 

 
 発煙筒 制定 昭和５１年 ３月２５日 

    改正 令和 ５年 ８月３０日 

（ＳＭＯＫＥ，ＰＯＴ） 

この改正票は，ＤＳＰ Ｙ ３１０１Ｅ（発煙筒）についてのものであり，この改正票は

ＤＳＰ Ｙ ３１０１Ｅと併用される。 

 

 

2.4.1 を次のように改める。 

2.4.1 外観 

外観は，機能上有害な変形，傷及び破損があってはならない。 

 

 

2.4.2 b) 1) を次のように改める。 

1) 支柱によって地上に設置できる。 
 

表３ を次のように改める。 

表３－1形の成分 

配合薬 
成分 

薬量（ｇ） 材料 配合比質量（％） 

擦り薬 

赤りん ５０  

―― ガラス粉 ３０ 

デキストリン ２０ 

点火薬 

塩素酸カリウム ５７ 

０．７ 

硝酸バリウム １９ 

木炭末 ７ 

セラック １２ 

デキストリン ５ 

加熱薬 
べんがら ５５ 

６ 
アルミニウム粉 ４５ 

発煙薬 ＮＤＳ Ｋ ４８０３ ９７５ 

注記 点火薬頭部に耐水性を付与するためにラッカー，ニトロセルロース系を塗布する。 

 

表５ を次のように改める。 

表５－性能 

 

 

 

 

 

 

項目 
性能 

１形 発射式 

外筒強度 ―― 

外筒は，付表１の外筒強度の発射試験を

行ったとき，ひび，割れなどの異常があ

ってはならない。 



表５－性能（続き） 

 

 

 

 

 

 

4.1 を次のように改める。 

4.1 包装前の処理 

 包装前に上蓋と筒体又は上蓋及び下蓋と外筒のそれぞれの合わせ目を防湿テープで巻く。 

 

表６ を次のように改める。 

表６－包装の方法 

 

区分 包装の方法 

個装 
シリカゲルを入れたポリエチレン製の袋に入れ，熱シールをした後，段ボール紙で包みゴム輪で
止める。ただし，１形の場合はシリカゲル及び熱シールを必要としない。 

内装 
個装されたもの２０個１組に内装用緩衝材（両面段ボール紙以上のもの）を当てた後，内装袋（防
湿はく加工紙製）で気密に包む。 

外装 
外装は，火薬類取締法第２０条第２項の規定に基づく火薬類の運搬に関する内閣府令（鉄道，軌
道，索道及び無軌条電車による場合は火薬類運送規則）で定める技術上の基準によるほか付図
４及び付 図５を標準とし，２０個１組を段ボール箱に格納する。 

 

4.3 を次のように改める。 

4.3 端数包装 

 端数が生じた場合は，緩衝材を空所に入れて包装し，端数であることの表示を行う。 

 

4.4 外装の表示 中 

表７ を次のように改める。 

表７－外装の表示 

表示位置 １面 ２面 

表示項目 防衛省 品名（製品の呼び方） 
品名（製品の呼び方） 数量 

数量 物品番号 

物品番号 ロット番号 

ロット番号 製造年月 

製造年月 例 ２０２３年３月 

例 ２０２３年３月 製造者名 

製造者名 容 積 
質量 
火工品及び取扱上の注意事項（見やすい位置に赤で表示する。） 

 

気密性 
筒体は，付表１の気密性の試験を行った
とき，漏れがあってはならない。  

延期秒時 ４秒±１秒 ５．５秒－
＋
１．０秒
１．５秒

 

発射距離 ―― １５０ ｍ以上 

発煙時間 １８０秒±３０秒 ６０秒±１５秒 

発煙状況 連続的かつ均一に燃焼し，煙切れなどの異常があってはならない。 

安全性 各項目の試験中に，解体・発火などの異常があってはならない。 
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5.1 を次のように改める。 

5.1 承認用図面 

契約の相手方は，発煙筒の製造に先立ち，承認用図面を提出し，契約担当官等の承認を受ける。 

なお，契約の相手方が同一品目の契約実績があり，承認用図面として過去の契約における承認図面を使用するときは， 

提出を省略してもよい。 
 

 

5.3 を次のように改める。 

5.3 技術変更提案 

 契約の相手方は，発煙筒について，自らの発意又は官側の指示によって技術変更提案を要する事項が発生した場合

は，ＤＳＰ Ｚ ９００４に基づき契約担当官等に提出する。 

 

付表１ を次のように改める。 

付表１－検査 

 

検査項目 適用 試料数 試験方法 判定基準 

１形 発射式 

材料 ○ ○ ―― ―― 2.2 による。 

部品 気密性 ○ － ―― 水中で筒体の内部に空気を吹き込み，水柱差１５０

mm～２００ mmになるようにして１分間この状態を保

つ。 

2.4.4 による。 

外筒強度 － ○ ５ 発射薬室に標準薬量の発射薬を装塡し，試験用発煙

薬 筒（発煙薬など装塡済みの発煙薬筒と同形であり

質量は １．５倍のものとする。）を発射した後，外

筒の状態を調べる。 

延期秒時 ○ ○ ５ 加熱薬室に点火薬及び加熱薬を装塡したものを発

火さ せ，点火から燃焼終了までの時間を測定す

る。ただし， 発射式の場合は延期薬管に点火薬及び

第１延時薬を装 塡したものを発火させる。 

製品 外観 ○ ○ ―― ―― 2.4.1 による。 

ＡＱＬ ４.０ 

発火試験 ○ ○ １３ 製品(個装したもの)を常温の水中に３０分間冠

水させた 後取り出して，常温常湿の室内に３０分

間放置した後，擦り板で点火し延期秒時，発煙時間，

発煙状況，発射距 離及び安全性について調べる。 

ただし，発射式の点火はＮＤＳ Ｋ ４８１５によ

り射角４５度で発射させる。 

2.4.4 による。 

Ａｃ ０， 

Ｒｅ ２ 

再検査 

Ａｃ ０， 

Ｒｅ １ 

内装 耐水試験 ○ ○ １ 外装箱の蓋を取り，適当な注水法によって注水し，

３０分 間放置した後，内装の中の浸水状況を調べる。 

内 装の中に浸水

がないものを合

格とする。 

塗装及び製品

の表示 

― 2.5 及び 2.6 によ

る。 

注記１ 測定値の丸め方は，ＪＩＳ Ｚ ８４０１による。 

注記２ 契約担当官等が認めた場合は，気密性及び耐水試験の検査項目を省略してもよい。 

注記３ 発火試験で，不良品が１個の場合は，同数の試料について再検査を行う。 

注記４ 発火試験で，試料に残数が発生した場合は，契約の相手方が処分する。 
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付図２ 中 注記１ を次のように改める。 

注記１ 取扱要領は，外筒に印刷又は貼り付ける。 

 

付図２ 中 注記２ を次のように改める。 

注記２ 点火薬頭を保護するために綿花を当てて下蓋を装着する。 

 

付図３ 中 注記１ を次のように改める。 

注記１ 取扱い要領は，筒体に印刷又は貼り付ける。 

 

付図４ 中 注記１ を次のように改める。 

注記１ 手掛けひもは，妻面の両面に付けるものとし，２５ ｋｇ以上の質量をつるすのに十分な強度とする。 

 

付図４ 中 表を次のように改める。 

９ 内装用緩衝材 複両面段ボール ― JIS Z 1516 の１種 

８ 組仕切 両面段ボール ― 

７ 封かんテープ 布粘着テープ若しくは紙粘着テープ又は
これらに相当するもの 

― 火薬類取締法の規定による。

6 手掛けひも 白色布テープ ― ― 

５ バンド ポリプロピレン １ JIS Z 1527 の１５．５以上 

４ 緩衝材（上下用） 両面段ボール １ ― 

３ 内装袋 防湿はく加工紙 １ ― 

２ 緩衝材（側面用） 両面段ボール １ JIS Z 1516 の１種 

１ 外装箱 複両面段ボール １ 火薬類取締法の規定による。

番号 品名 材質 数量 規格又は記事 

 

付図５ 中 注記１ を次のように改める。 

注記１ 手掛けひもは，妻面の両面に付けるものとし，２５ ｋｇ以上の質量をつるすのに十分な強度とする。 

 

付図５ 中 表を次のように改める。 

４ バンド ポリプロピレン ２ JIS Z 1527の１５．５以上 

３ 封かんテープ 布粘着テープ若しくは紙粘着テープ
又はこれらに相当するもの 

― 火薬類取締法の規定による。 

２ 手掛けひも 白色布テープ ２ ― 

１ 外装箱 複両面段ボール １ 火薬類取締法の規定による。 

番号 品名 材質 数量 規格又は記事 

 

 

 

 

４. 
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